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〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。 

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を各

省庁単位で区分し、各省庁に資産や負債が帰属すると擬制するなどの一定の仮定に

基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に独立しているものではない点にご

留意下さい。 

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び各

省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。 
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貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
令和 2年    
     3月31日

令和 3年    
     3月31日

令和 2年    
     3月31日

令和 3年    
     3月31日

( ( ( (
) ) ) )

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

未収金 未払金1,819 1,809 530 432

前払費用 賞与引当金24 23 4,184 4,219

貸付金 退職給付引当金23 21 56,109 56,851

貸倒引当金 その他の債務等△ 1,717 △ 1,712 6,112 7,500

有形固定資産 461,441 478,324

国有財産（公共用
財産を除く）

448,102 463,322

土地 270,151 283,471

立木竹 464 458

建物 102,311 103,931

工作物 73,879 74,772

建設仮勘定 1,296 689

物品 負 債 合 計13,338 15,002 66,937 69,004

無形固定資産 ＜資産・負債差額の部＞11,717 11,317

出資金 資産・負債差額10,041,967 10,157,236 10,448,338 10,578,016

負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計資 産 合 計 10,515,275 10,647,021 10,515,275 10,647,021
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業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
(自 平成31年 4月 1日) (自 令和 2年 4月 1日)
(至 令和 2年 3月31日) (至 令和 3年 3月31日)

人件費 82,068 80,797

賞与引当金繰入額 4,184 4,219

退職給付引当金繰入額 3,472 3,749

補助金等 3,969 3,348

委託費等 445,982 539,328

独立行政法人運営費交付金 166,936 168,696

庁費等 112,537 85,940

その他の経費 31,665 31,226

減価償却費 6,517 6,754

貸倒引当金繰入額 10 △ 5

支払利息 558 616

資産処分損益 642 604

本年度業務費用合計 858,545 925,278
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資産・負債差額増減計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成31年 4月 1日) (自 令和 2年 4月 1日)
(至 令和 2年 3月31日) (至 令和 3年 3月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 10,259,441 10,448,338

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 858,545 △ 925,278

Ⅲ　財源 857,362 887,140

　　主管の財源 33,087 14,616

　　配賦財源 824,274 872,524

Ⅳ　無償所管換等 72,142 90,802

Ⅴ　資産評価差額 117,937 77,012

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 10,448,338 10,578,016
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区分別収支計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成31年 4月 1日) (自 令和 2年 4月 1日)
(至 令和 2年 3月31日) (至 令和 3年 3月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 33,368 14,657

配賦財源 824,274 872,524

財源合計 857,643 887,181

２　業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 90,675 △ 89,760

補助金等 △ 3,969 △ 3,348

委託費等 △ 442,793 △ 498,111

独立行政法人運営費交付金 △ 166,936 △ 168,696

貸付けによる支出 △ 16 △ 15

庁費等の支出 △ 114,652 △ 89,217

その他の支出 △ 31,649 △ 31,210

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 850,692 △ 880,361

(2)施設整備支出

土地に係る支出 △ 511 △ 135

立木竹に係る支出 △ 7 △ 0

建物に係る支出 △ 1,324 △ 263

工作物に係る支出 △ 1,302 △ 735

建設仮勘定に係る支出 △ 541 △ 2,009

施設整備支出合計 △ 3,686 △ 3,143

業務支出合計 △ 854,379 △ 883,504

業務収支 3,264 3,676

Ⅱ　財務収支

リース債務の返済による支出 △ 2,607 △ 2,962

ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 97 △ 97

利息の支払額 △ 558 △ 616

財務収支 △ 3,264 △ 3,676

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -

本年度末現金・預金残高 - -
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 外貨建金銭債権債務等の換算方法 

出納官吏事務規程に基づく為替レートにより換算し、1 円未満の端数が生じる場合には切り捨ててい

る。 

（参 考）主要な出納官吏事務規程第 14 条及び第 16条に基づくレート  

主な国名 通貨名 令和元年度 令和2年度 

アメリカ合衆国 アメリカドル 110 110 

英国 スターリングポンド 148 140 

欧州経済通貨統合参加国 ユーロ 131 123 

オーストラリア オーストラリアドル 83 77 

カナダ カナダドル 86 83 

シンガポール シンガポールドル 82 80 

スイス スイスフラン 113 110 

スウェーデン スウェーデンクローネ 13 12 

タイ バーツ 3.42 3.48 

大韓民国 ウォン 1.00 0.095 

中華人民共和国(香港特別行政区) 香港･ドル 14 14 

デンマーク デンマーククローネ 18 17 

ノルウェー ノルウェークローネ 14 13 

ロシア ルーブル 1.80 1.68 

アラブ首長国連邦 ディルハム 30 30 

チェコ コルナ 5.12 4.79 

ニュージーランド ニュージーランドドル 77 73 

インド インドルピー 1.63 1.56 

サウジアラビア リヤール 29 29 

  

(2) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

外務本省分の国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐

用年数に基づく定率法(平成 19 年 4 月 1 日以後に新築した建物は定額法)によっている。なお、残存

価額まで到達している国有財産(公共用財産を除く)については、耐用年数を経過した翌会計年度から

5 年間で備忘価格 1 円まで均等償却を行っている。 

在外公館分の国有財産については、価格改定が行われていないため、国有財産台帳に記載されてい

る取得価額をもって計上しており、減価償却は行っていない。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物

品については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5年間で備忘価格1円まで均等償却を行っている。 

ファイナンス・リース取引に伴うリース物件については、取得価額相当額を計上し、リース期間終

了後の残存価額をゼロとした定額法により減価償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ア 在外公館定期不動産貸借権 

期間が無期限のものについては取得価額で計上し、期間が有限のものについては契約期間に基づ

く定額法により減価償却を行っている。 

在外公館定期不動産貸借権については、社会主義国及び旧英国連邦諸国にみられるような、社会

体制の制約から所有権の取得が認められない国にある長期の期限付不動産権であり、具体的には英
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米法の「定期不動産権：Leasehold」等に該当する権利である。我が国国有財産法上定められている

無体財産権（特許権、著作権、商標権、実用新案権）とは、自ずから性質を異にしており、また、

用益物件(地上権、鉱業権等)でもない。 

なお、貸借権については、国有財産として登録していない。 

イ ソフトウェア 

ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間（5 年）に基づく定

額法によっている。 

(3) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

(4) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

未収金、貸付金のうち、履行期限到来等債権については、債権の半額を回収不能見込額として計上

している。ただし、損害賠償金債権のうち、平成 20年度から引当を行っている一債権については、全

額を回収不能見込額として計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の支給見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する

部分（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数階層別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与（平均給与上昇率を考慮）×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金

については、「遺族補償年金に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 

(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

・平均給与上昇率 ： 2.3％ 

（令和元年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出） 

・割  引  率 ： 3.9％ 

（令和元年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 
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２ 偶発債務 

 係争中の訴訟等で損害賠償の請求を受けているもの 

  （単位：百万円） 

訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要 

労働訴訟（在外公館現地職員案

件 13件） 

 

116 - 

 

在外公館の現地職員（元職員）が、

勤務していた在外公館に対し、退職

金、解雇金、各種手当（含社会保障

費）等の未払、支払額不足及び解雇

（退職）等を不服として提訴したも

の。係争中。 

他 13件 35   

（注 1）現在係争中であって、国または国の機関を被告とした訴訟で、且つ、敗訴した場合に外務省所管一般会

計歳出予算で負担することになる事件について記載している。（令和 3年 3月末現在） 

（注 2）訴訟の略称欄は、事件の通称名を記載している。 

（注 3）金額欄は、国側が敗訴した場合に、国が支払うこととなる見込み額とし、1億円を超える件及び関連す

る件については個別の件名ごとに記載している。 

 

３ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 55,155 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 209,246 百万円 

 

４ 追加情報 

(1) 合算する特別会計 

合算すべき特別会計がないため、一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となっている。 

(2) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。  

(3) 貸倒引当金を計上している債権のうち、徴収可能性に重大な懸念が生じているもの 

債権の種類：（貸付金）帰国費貸付金債権、海外滞在費貸出金債権 

（未収金）公務員宿舎使用料債権、返納金債権、損害賠償金債権、立替金返還金債権、延

滞金債権、金銭引渡請求権債権 

懸念の内容：納付期限を超えての長期滞納 

金   額：（貸付金）21百万円、（未収金）1,806百万円 

(4) 業務費用計算書における収益の計上 

・「資産処分損益」において、有形固定資産の売却等に伴い生じた処分益 23 百万円が計上されている。 

・「貸倒引当金繰入額」において、貸倒引当金の戻入額 6 百万円が計上されている。 

(5) 表示科目の説明 

① 貸借対照表  

ア 資産の部 

・「未収金」には、損害賠償金債権等の未収分を計上している。 

・「前払費用」には、車両自賠責保険料の未経過分を計上している。 

 なお、在外公館の所有車両については、外国の特殊事情から車両ごとの保険料を計上することは

困難なため、既支払額の 1/2 を計上している。 

・「貸付金」には、個人に対する貸付金を計上している。 

・「貸倒引当金」には、未収金及び貸付金に対する貸倒見積額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、建設仮勘定を除き、国有財産台帳価格を計上している。 
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・「土地」には、主に外務省庁舎等の敷地に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に外務省庁舎等の敷地上の樹木等を計上している。 

・「建物」には、主に外務省庁舎等を計上している。 

・「工作物」には、主に建物に対する構築物等を計上している。 

・「建設仮勘定」には、建設中の固定資産に係る支出済額を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の機械・器具及びファイナンス・リース取引

に伴うリース物件について、取得価格から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している

ほか、評価額が 300 万円以上の美術品を計上している。 

・「無形固定資産」には、在外公館定期不動産貸借権のほか、電話加入権については取得価格、ソフ

トウェアについては取得に要した費用の 5 カ年分合計から減価償却費相当額を控除した後の価額

で計上している。 

・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有している

ものを計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当、遺族補償年金等の公務災害補償費及びＰＦＩ事業に係る未払額を計上

している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源及び国家公務員災害補償年金に係る引当金を

計上している。 

・「その他の債務等」には、リース物件に係る契約済額のほか、復興庁への退職給付引当金の所管換

分及び独立行政法人国際協力機構の不要財産の国庫納付による減資相当額を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち本年度に帰属する

ものを計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付支給時に引当金の取り崩しを行い、当年度末残高との差額

の繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上し

ている。 

・「委託費等」には、上記「補助金等」に該当しない委託費のほか、援助費、分担金及び拠出金を計上

している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、国際協力機構及び国際交流基金に対する独立行政法人運営費交

付金を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、資産計上

されるもの及びリース債務、ＰＦＩ債務の返済分並びに支払利息を控除したものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの等を計上して

いる。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る額及

び貸倒引当金が減少したことに伴う戻入額を計上している。 

・「支払利息」には、リース債務及びＰＦＩ債務の支払利息を計上している。 
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・「資産処分損益」には、有形固定資産及び無形固定資産の売却等に伴い生じた損益を計上してい

る。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、(款)諸収入等を計上している。 

・「配賦財源」には、支出済歳出額から収納済歳入額を差し引いた金額を計上している。 

・「無償所管換等」には、他省庁より当省所管の独立行政法人への出資金、有形固定資産の誤謬訂正に

よる差額等を計上している。 

・「資産評価差額」には、出資金、土地、立木竹の評価差額を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、支出済歳出額から収納済歳入額を差し引いた金額を計上している。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち、職員に係るもの（職員

の手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」

に該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「委託費等」には、上記「補助金等」に該当しない委託費の他、援助費、分担金、拠出金を計上し

ている。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、国際協力機構及び国際交流基金に対する独立行政法人運営費

交付金を計上している。 

・「貸付けによる支出」には、帰国費貸付金及び海外邦人滞在費短期貸出金の支出額を計上してい   

る。                                                                                              

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当する支出のうち、

貸付けによる支出、施設整備支出及び財務収支に計上されないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出等を計上し

ている。 

・「土地に係る支出」には、土地の資産計上に繋がる支出を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、立木竹の資産計上に繋がる支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、建物の資産計上に繋がる支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、工作物の資産計上に繋がる支出を計上している。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、会計年度末に未完成の工事等に係る前払金相当額を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

イ 財務収支 

・「リース債務の返済による支出」には、リース物件に係る支払額を計上している。 

・「ＰＦＩ債務の返済による支出」には、ＰＦＩに係る支払額を計上している。 

・「利息の支払額」には、リース債務及びＰＦＩ債務に係る利息の支払額を計上している。 

・「財務収支」には、「リース債務の返済による支出」及び「ＰＦＩ債務の返済による支出」、「利息

の支払額」の合計額を計上している。 

(6) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 
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③ 重要な会計処理の誤謬の修正 

ア 国有財産台帳の誤謬訂正等により本年度の貸借対照表において、建物が 1百万円増加し、工作物

が 4 百万円減少し、資産・負債差額が 3 百万円減少している。 

イ 物品の誤謬訂正により本年度の貸借対照表において、物品が 23 百万円減少し、資産・負債差額が

同額減少している。 

ウ ソフトウェアの誤謬訂正により本年度の貸借対照表において、無形固定資産が 152 百万円増加し、

資産・負債差額が同額増加している。 

エ 退職給付引当金の誤謬訂正により本年度の貸借対照表において、退職給付引当金が 1,770 百万円

増加し、資産・負債差額が同額減少している。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 未収金の明細 

 

 

② 貸付金の明細 

 

 

③ 貸倒引当金の明細 

 
 

 

 

 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

公務員宿舎使用料債権 個人 0

物件及貸付料債権 民間企業 0

返納金債権 個人 37

損害賠償金債権 個人 1,745

立替金返還金債権 個人 0

延滞金債権 個人 6

金銭引渡請求権債権 個人 19

合計 1,809

（単位：百万円）

貸付先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高 貸付事由等

個人 23 15 17 21 帰国費、滞在費

合計 23 15 17 21

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 1,819 △ 10 1,809 1,708 △ 4 1,703

履行期限到来等債権 1,798 △ 9 1,788 1,708 △ 4 1,703

　公務員宿舎使用料債
  権

0 △ 0 0 0 △ 0 0

  物件及貸付料債権 - 0 0 - 0 0

　返納金債権 48 △ 11 37 24 △ 5 18

　損害賠償金債権 1,729 2 1,731 1,673 1 1,675

　立替金返還金債権 0 - 0 0 - 0

　延滞金債権 0 △ 0 0 0 △ 0 0

　金銭引渡請求権債権 20 △ 0 19 10 △ 0 9

その他の債権 20 △ 0 20 - - -

　公務員宿舎使用料債
  権

- 0 0 - - -

　返納金債権 0 - 0 - - -

　損害賠償金債権 13 - 13 - - -

　延滞金債権 6 △ 0 6 - - -

　金銭引渡請求権債権 0 △ 0 - - - -

貸付金 23 △ 1 21 8 △ 0 8

履行期限到来等債権 17 △ 0 16 8 △ 0 8

　帰国費貸付金債権 15 △ 0 14 7 △ 0 7

　海外滞在費貸出金債
  権

2 △ 0 2 1 △ 0 1

その他の債権 5 △ 0 4 - - -

　帰国費貸付金債権 5 △ 0 4 - - -

　海外滞在費貸出金債
  権

0 △ 0 0 - - -

合計 1,842 △ 11 1,831 1,717 △ 5 1,712

　
　履行期限到来
等債権について
は、債権の半額
を回収不能見込
額として計上し
ている。ただ
し、平成20年度
から引当を行っ
ている一債権に
ついては、全額
を回収不能見込
額として計上し
ている。

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要
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④ 固定資産の明細 

 

 

⑤ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

 

 

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度減価償

却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 448,102 5,736 3,235 465 13,183 463,322

行政財産 445,462 5,736 3,235 465 13,183 460,682

土地 269,928 135 - - 13,184 283,247

立木竹 464 0 6 - △ 0 457

建物 100,992 1,813 39 154 - 102,612

工作物 72,782 1,776 573 310 - 73,675

建設仮勘定 1,296 2,009 2,616 - - 689

普通財産 2,640 - - - - 2,640

土地 223 - - - - 223

立木竹 0 - - - - 0

建物 1,319 - - - - 1,319

工作物 1,096 - - - - 1,096

物品 13,338 5,993 75 4,254 - 15,002

物品(美術品を除く） 5,063 1,859 75 1,291 - 5,556

美術品 2,179 - - - - 2,179

リース物件 6,095 4,133 - 2,962 - 7,266

小計 461,441 11,729 3,310 4,719 13,183 478,324

（無形固定資産）

ソフトウェア 5,091 1,624 - 1,844 - 4,871

電話加入権 37 - - - - 37

在外公館定期不動産貸借権 6,588 16 6 190 - 6,407

小計 11,717 1,641 6 2,034 - 11,317

合計 473,158 13,370 3,316 6,754 13,183 489,642

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

【市場価格のないもの】

○独立行政法人

国際交流基金 73,669 4,059 - - △ 4,266 - 73,462

国際協力機構

（一般勘定） 53,018 9,433 - - △ 9,573 - 52,879

（有償資金協力勘定） 9,915,279 △ 1,764,551 51,440 - 1,828,727 - 10,030,895

合計 10,041,967 △ 1,751,057 51,440 - 1,814,886 - 10,157,236

(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

国からの出資
累計額
(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○独立行政法人

国際交流基金 87,758 14,296 73,462 77,729 77,729 100.00% 73,462 73,462 法定財務諸表

国際協力機構

（一般勘定） 377,745 324,865 52,879 62,452 62,452 100.00% 52,879 52,879 法定財務諸表

（有償資金協力勘定） 13,603,826 3,572,931 10,030,895 8,202,167 8,202,167 100.00% 10,030,895 10,030,895 法定財務諸表

合計 14,069,330 3,912,093 10,157,236 8,342,349 8,342,349 - 10,157,236 10,157,236
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(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

 

 

② 退職給付引当金の明細 

 

 

③ その他の債務等の明細 

 

 

２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 外務省職員 19

公務災害補償費 外務省職員 21

ＰＦＩ事業 民間企業 391

合計 432

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 47,289 3,574 5,259 48,974

整理資源に係る引当金 7,175 1,024 113 6,264

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

1,643 179 147 1,611

合計 56,109 4,778 5,520 56,851

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

リース債務 法人 7,266

東日本大震災復興特別会計にお
いて計上している退職給付引当
金のうち、外務省一般会計が負
担する退職給付引当金相当額

東日本大震災復興特別会計 16

独立行政法人国際協力機構の不
要財産の国庫納付による減資相
当額

独立行政法人国際協力機構 218

合計 7,500

（単位：百万円）

外務本省 在外公館 合算合計

人件費 31,311 49,485 80,797

賞与引当金繰入額 1,923 2,296 4,219

退職給付引当金繰入額 3,749 - 3,749

補助金等 3,348 - 3,348

委託費等 538,401 927 539,328

独立行政法人運営費交付金 168,696 - 168,696

庁費等 29,721 56,219 85,940

その他の経費 5,389 25,837 31,226

減価償却費 5,514 1,239 6,754

貸倒引当金繰入額 △ 5 - △ 5

支払利息 611 4 616

資産処分損益 0 603 604

本年度業務費用合計 788,663 136,614 925,278
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(2) 補助金等の明細 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際友好団体補助金
公益財団法人　日本台
湾交流協会

1,674

日中国交正常化に伴う断交後における民間レベル
での人的交流、在留邦人の保護及び邦人旅行者の
入域滞在、台湾住民の日本入国等に対する各種の
便宜供与並びに貿易・経済の促進、文化・技術の
交流その他の関係が支障なく維持遂行されるよう
必要な調査を行うとともに適切な措置を講ずるこ
と等を目的としている。

北方領土対策事業費補助金
公益社団法人　北方領
土復帰期成同盟

37

我が国固有の領土である北方領土に関する問題の
本質及び北方四島の我が国への帰属の正当性につ
いて、国民世論を正しく啓発し、これによって、
世論の結集を図り、北方領土の我が国への返還促
進を図ることを目的とする。

外交・安全保障調査研究事
業費補助金

(1)公益財団法人　日本
国際問題研究所
(2)公益財団法人　日本
国際フォーラム
(3)国立大学法人　東京
大学先端科学技術研究
センター
(4)公益財団法人　中曽
根康弘世界平和研究所
(5)国立大学法人　東京
大学未来ビジョン研究
センター
(6)公益財団法人　未来
工学研究所
(7)株式会社　三菱総合
研究所

527

我が国の外交・安全保障分野のシンクタンク・調
査研究機関の活動を支援し、その情報収集・分
析・発信・政策企画提案能力を高め、また、それ
らを通じた若手研究者の育成を図る。右を通じて
国際世論形成における我が国の影響力を高め、
もって国益の増進に寄与する。

国際共同研究支援事業費補
助金

公益財団法人　日本国
際問題研究所

497

我が国の調査研究機関による自主的な領土・主
権・歴史に関する調査研究・対外発信活動を支援
し、領土・主権・歴史に関して客観的な視点を国
内外に共有・発信することで、国際社会における
相互理解を促進し、国際関係の中長期的な安定の
実現を図り、もって、調査研究機関の情報収集・
分析・発信・政策提言能力を高め、我が国の外交
力を支える国内の知的基盤及び我が国の調査研究
機関と海外の調査研究機関のネットワークを強化
する。

政府開発援助海外技術協力
推進民間団体補助金

法人格を有する日本の
国際協力NGO

6

開発途上国においてNGOが実施する開発協力事業
に関連し、NGOが行うプロジェクト調査、国内外
における国際協力関連事業の実施等、NGOの事業
促進に資する活動の支援を目的とし、200万円を
上限として総事業費の半額までを助成する。

政府開発援助独立行政法人
国際協力機構施設整備費補
助金

独立行政法人　国際協
力機構

461
独立行政法人国際協力機構が保有する国内拠点の
うち、老朽化が著しい施設の改修を行うほか、地
域の防災拠点としての機能の向上を図る。

小計 3,204

啓発宣伝事業等委託費
公益財団法人　フォー
リン・プレスセンター

143

我が国を訪れる外国報道関係者や我が国に駐在す
る外国報道関係者に対し、取材活動支援や資料提
供等の便宜を供与することにより、我が国に関す
る正確・客観的な情報を諸外国に発信し、対日理
解の増進と対日関心・親日感情の醸成を図ること
を目的とする。

小計 143

合計 3,348

＜補助金＞

＜委託費＞
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(3) 委託費等の明細 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際交流事業委託費

(1)一般財団法人　日本
国際協力センター

(2)株式会社　JTB

279

(1)中国の若手行政官を日本に留学（2年間）させ
ることにより、親日派・知日派を育成する事業。
4年間にわたる事業（1年目：選考、2、3年目：留
学、4年目：フォローアップ）であるため、国庫
債務負担行為を取得している。

(2)日本人学生の米国へのインターン派遣及び日
本人研究者の米国における日米関係に資する研究
支援のための経費。

遺棄化学兵器調査事業等委
託費

(1)株式会社　三菱総合
研究所
(2)中華人民共和国外交
部

19
中国における遺棄化学兵器に関する現地調査を実
施するための経費。

政府開発援助平和構築人材
育成事業等委託費

一般社団法人 広島平和
構築人材育成センター

137

平和構築・開発の分野で活躍できる日本及びその
他の国の文民専門家を育成するため、実践的知
識・技術を教授する国内研修等の実施及びその広
報活動、またこれら研修修了生のキャリア形成の
支援及び同分野における人材ニーズ調査・人材発
掘等を目的とする。

政府開発援助難民等救援業
務委託費

公益財団法人　アジア
福祉教育財団

505

我が国が国際社会の一員として難民問題解決のた
めに行う国際協力の一環として、難民認定者(条
約難民)等の本邦定住促進、難民認定申請者保
護、難民に関する各種の相談・問い合わせに対す
る情報提供等を実施し、我が国の難民支援政策の
促進を図ることを目的とする。

難民救援業務委託費
公益財団法人　アジア
福祉教育財団

78

アジアの主要国として人権人道外交を推進してい
る我が国が、国際貢献及び人道支援の観点から、
第三国定住による難民の受入れを実施することに
より、長期化する難民問題の恒久的な解決に資す
るほか、国際社会から高い評価を得て人権人道分
野におけるアジアにおける主導的地位を保つこ
と、また、受け入れた難民が我が国社会に定着
し、安定した生活を営むための定住支援を提供す
ることを目的とする。

包括的核実験禁止条約国内
運用体制整備事業等委託費

公益財団法人　日本国
際問題研究所

187

包括的核実験禁止条約（CTBT 平成9年批准)に
従って、国際監視制度施設(世界337カ所の観測施
設のうち現在約9割が整備されている)から得られ
る放射性核種や連続波形データ等に基づいて、条
約遵守に係る核爆発実験の判別に資する独自の技
術的評価体制を整備・運用することを主たる目的
とする。

国際裁判対応力強化人材育
成事業等委託費

株式会社　日本旅行 4

国際裁判機関等における日本からのインターン
シップ参加を支援する。
国際裁判機関等でのインターンシップを経験した
人材は、国際裁判等で必要とされる知見を修得、
人脈を構築し、今後の日本の国際裁判対策強化の
主導的役割を果たす人材となることが期待され
る。将来的に国際裁判機関等の中枢で働く職員、
又は国際裁判等の弁護人などの役割を担える国際
司法人材を確保することを目的とする。

戦略的対外発信事業委託費

(1)①ジャパンハウスロ
ンドンリミテッド
　 ②株式会社電通ライ
ブ

(2)富士ソフト株式会社

(3)株式会社日本デザイ
ン・センター

(4)株式会社三菱総合研
究所

2,165

(1)オールジャパンの体制で、日本の正しい姿を
含む政策・取組や多様な魅力を発信する拠点とし
て、サンパウロ、ロンドン、ロサンゼルスに開館
した「ジャパン・ハウス」を事業展開することを
目的とする。

(2)ウェブサイトを用いたジャパン・ハウスの効
果的な情報発信を行うために、ウェブサイト基盤
を構築し、適切に運用・保守できるようにするこ
とを目的とする。

(3)ジャパン・ハウスのイメージ戦略やブラン
ディング、効果的な広報ツールの活用法等に対し
ての支援、助言を行い、ジャパン・ハウスとして
のクオリティーを確保することを目的とする。

(4)ジャパン・ハウス事業と人々の認識・行動の
変化との間の因果関係を、より効果的に把握する
評価方法を提案することを目的とする。

＜委託費＞
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

政府開発援助戦略的対外発
信事業委託費

株式会社　電通 1,048 上記(1)に同じ

領土保全対策事業委託費

(1)①株式会社JTB
   ②国際交流サービス
協会
　 ③政策研究大学院大
学
(2)①クレアブ株式会社
   ②富士ソフト株式会
社
　 ③株式会社インター
グループ

76

(1)領土保全に関する内外発信を強化するために
在外公館及び外務本省が連携を図りつつ、国際世
論形成に影響力のある人物（有識者、報道関係者
等）にきめ細かく日本の政策や価値観等を十分に
インプットし、在外公館を活用しながら有識者の
多層的なネットワークを構築することで、日本の
発信力を強化することを目的とする。

(2)また、被招へい者が、訪日後発信をするな
ど、ネットワーク構築を促すためのプラット
フォーム（ウェブサイト）を本省が構築・管理・
運営をしていく。

政府開発援助海外経済協力
事業委託費

(1)財団法人　海外産業
人材育成協会

(2)株式会社　アークア
カデミー

248

「外国人看護師・介護福祉士候補者日本語研修事
業委託」
(1)日インドネシアEPAに基づき訪日する看護師・
介護福祉士候補者に対し、6ヵ月間の訪日後の日
本語研修を実施することで、候補者の就労・実務
研修が円滑に行われることを目的とする。

(2)日ベトナムEPAに基づき訪日する看護師・介護
福祉士候補者に対し、現地で12ヶ月間、日本国内
で2ヶ月間の日本語研修事業を実施することで、
候補者の就労・研修が円滑に行われることを目的
とする。

経済改革促進支援事業等委
託費

独立非営利法人　日本
センター

427

日露政府間の合意に基づく「経営人材養成のため
のロシア大統領プログラム」への協力の一環とし
て、日本センターを通じ、ロシア人企業経営者等
を対象に各種の経営関連研修事業を実施する。本
事業では、平和条約締結交渉のための環境整備に
資することも念頭に置き、ロシア企業関係者を訪
日研修に参加させ、対日理解及び対日ビジネスへ
の知見・関心の向上と親日的企業家の育成を図る
とともに、日ロ双方の企業や自治体等への協力を
通じて、日露経済交流促進を支援することを目的
とする。

(組織：在外公館)
戦略的対外発信事業委託費

民間企業等 499
主要国の動向を調査・分析し、我が国に関連する
報道やイベント等をモニタリングすることを目的
とする。

小計 5,677

サハリン州経済改革促進等
特別援助費

サハリン州 149
サハリン州に対する経済改革促進等のための支援
に要した経費

政府開発援助経済開発等援
助費

開発途上国等 197,566

政府開発援助のうちの無償資金協力（開発途上に
ある海外の地域（以下「開発途上地域」という）
の開発を主たる目的として同地域の政府等に対し
て行われる無償の資金供与による協力）を実施す
るために必要とする経費

小計 197,716

＜委託費＞

＜援助費＞

16



 

 

(4) 独立行政法人運営費交付金の明細 

 

 

３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

政府開発援助経済協力国際
機関分担金

国際連合等 11,636 国際機関に対する分担金の支払い

経済協力国際機関分担金 国際連合等 28,257 国際機関に対する分担金の支払い

国際原子力機関分担金 国際原子力機関 3,845 国際機関に対する分担金の支払い

政府開発援助国際機関分担
金

国際連合等 8,388 国際機関に対する分担金の支払い

国際機関分担金 国際連合等 60,053 国際機関に対する分担金の支払い

小計 112,181

政府開発援助経済協力国際
機関等拠出金

世界エイズ・結核・マ
ラリア対策基金等

170,487 国際機関等に対する拠出金の支払い

経済協力国際機関等拠出金 経済協力開発機構等 2,104 国際機関等に対する拠出金の支払い

政府開発援助国際原子力機
関拠出金

国際原子力機関 892 国際機関に対する拠出金の支払い

政府開発援助国際機関等拠
出金

国際原子力機関等 1,833 国際機関等に対する拠出金の支払い

国際機関等拠出金 アジア欧州財団等 7,217 国際機関等に対する拠出金の支払い

緑の気候基金拠出金 緑の気候基金 41,217 国際機関に対する拠出金の支払い

小計 223,752

合計 539,328

＜拠出金＞

＜分担金＞

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

独立行政法人　国際交流基金 12,672

国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に
対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その
他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並び
に我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的
とする。

独立行政法人　国際協力機構 156,024

開発途上地域に対する技術協力の実施及び無償の資金供与による協
力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動
の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要
な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対す
る緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済
及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じ
て、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に
資することを目的とする。

合計 168,696

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産貸付収入 580

利子収入 8

許可及手数料 1,764

弁償及返納金 12,202

物品売払収入 4

雑入 56

合計 14,616

諸収入

国有財産利用収入
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(2) 無償所管換等の明細 

 
 

(3) 資産評価差額の明細 

 

 

４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

財務省一般会計 △ 0 工作物 所管換

財務省一般会計 △ 218
その他の債
務等

独立行政法人国際協力機構の不
要財産の国庫納付による減資相
当額

小計 △ 218

財務省一般会計 51,440 出資金
独立行政法人国際協力機構有償
資金協力勘定への出資増

小計 51,440

0 立木竹 新規登載

8 工作物 新規登載

小計 8

0 立木竹 誤謬訂正

1 建物 誤謬訂正等

5 工作物 誤謬訂正

33 物品 誤謬訂正

152 ソフトウェア 誤謬訂正

0 未払金 誤謬訂正

小計 192

△ 0 立木竹 誤謬訂正等

△ 0 建物 誤謬訂正等

△ 9 工作物 誤謬訂正等

△ 57 物品 誤謬訂正

△ 1,770
退職給付引
当金

誤謬訂正

小計 △ 1,837

財務省一般会計 41,217 拠出国債
財務省における国債発行による
国際機関への拠出

小計 41,217

90,802合計

新規登載による増

出資金の増減

誤謬訂正(増）

誤謬訂正(減）

その他

財産の無償所管換等
(渡）

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

   国有財産(公共用財産を除く） - 13,183 13,183

行政財産 - 13,183 13,183

土地 - 13,184 13,184
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

立木竹 - △ 0 △ 0
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

出資金 △ 1,751,057 1,814,886 63,829

（市場価格のないもの） △ 1,751,057 1,814,886 63,829
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

合計 △ 1,751,057 1,828,070 77,012

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産貸付収入 580

利子収入 8

許可及手数料 1,764

弁償及返納金 12,210

物品売払収入 33

雑入 59

合計 14,657

諸収入

国有財産利用収入
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参考情報 

１ 外務省の所掌する業務の概要 

外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに、主体的かつ積極的な取組を通じて良好な

国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び

日本国民の利益の増進を図ることを任務としている。 

主な事務としては、日本国の安全保障、対外経済関係、経済協力、文化その他の分野における国際交流

等に係る外交政策、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、条約その他の国際約束の締結、国際情

勢に関する情報の収集及び分析、海外における邦人の生命及び身体の保護等を行っている。 

 

２ 外務省の組織及び定員 

外務省の組織は、本省と世界各地にある 229 の在外公館から成る。 

外務本省は、大臣官房及び国際情報統括官のほか 10 局 3 部から成り立っており、約 2,800 名の職員が

働いている。大臣官房及び基本的な外交政策に関して調整を行う総合外交政策局を除く局は、地域別担当

の 5 つの地域局（アジア大洋州、北米、中南米、欧州、中東アフリカ）と事項別担当の 4つの機能局（経

済、国際協力、国際法、領事）に分かれており、また、情報収集分析を行う国際情報統括官が置かれてい

る。総合外交政策局の下に軍備不拡散・科学部、また、アジア大洋州局の下に南部アジア部、中東アフリ

カ局の下にアフリカ部が置かれている。 

在外公館には、大使館、総領事館及び政府代表部がある。これらの在外公館には、全部で約 3,560 名の

職員が働いている。 

 

 

 

 

 

（参考）令和3年3月31日現在。（　）内は令和2年度末定員

（合計：6,358） 

国際情報統括官 (84) 

在外公館 (3,560) 

国際協力局 (223) 

国際法局 (99)

施設等機関 外務省研修所（28） 領事局 (176) 

審議会等 外務人事審議会 アフリカ部

海外交流審議会 経済局 (154) 

中東アフリカ局 (91)

外務大臣 副大臣(2) 外務事務次官 南部アジア部

秘書官 北米局 (78) 

中南米局 (42) 

欧州局 (115)

参事官 (12)

調査官

総合外交政策局 (241) 

軍縮不拡散・科学部

大臣政務官(3) 大臣補佐官 外務審議官(2) アジア大洋州局 (179)

サイバーセキュリティ・情報化参事官

大臣官房 (1,277)

外務省 監察査察官

組織と機構 儀典長

外務報道官

国際文化交流審議官

地球規模課題審議官

審議官 (16)(うち充て職(3))

政策立案参事官
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３ 外務省における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

 

 

 

 

外 

 

務 

 

省 

 

一 

 

般 

 

会 

 

計 

       
 

 
独立行政法人運営費交付金 

【168,696百万円】 

援助費 【73,319百万円】 

補助金 【461百万円】 

 

 

 

   

 

 
独立行政法人 

連結対象法人 

                                                           

 
 

 
補助金・委託費 

 【8,564百万円】  

補助金団体等 
 

 

 

 
 

 
分担金・拠出金 

 【294,716百万円】 

国 際 機 関 等 
 

 

 

 
 

 
援助費 【124,397百万円】 

相手国政府等 
 

 

 

 ＜連結対象法人に対し外務省より交付された（会計）（組織）（項)（目）及び金額＞  

(1) 独立行政法人国際協力機構 

(会計)一般会計（組織）外務本省 

(項)経済協力費 

(目) 政府開発援助経済開発等援助費 73,319 百万円 

(項) 独立行政法人国際協力機構運営費 

(目)政府開発援助独立行政法人国際協力機構運営費交付金 156,024 百万円 

(項) 独立行政法人国際協力機構施設整備費 

(目)政府開発援助独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 461百万円 

(2) 独立行政法人国際交流基金 

（会計）一般会計（組織）外務本省(項) 独立行政法人国際交流基金運営費 

(目)政府開発援助独立行政法人国際交流基金運営費交付金 6,673 百万円 

(目)独立行政法人国際交流基金運営費交付金 5,998 百万円 

 

＜業務関連性＞ 

(1) 独立行政法人国際協力機構 

 独立行政法人国際協力機構（JICA）は、我が国の国際協力の実施機関であり、前身である国際協力事

業団の設立以来実施してきた技術協力業務に加え、旧国際協力銀行の海外経済協力業務（現在の有償資

金協力業務）及び外務省の無償資金協力業務（外交政策の遂行上の必要から外務省が引き続き自ら実施

するものを除く）を継承し、平成 20年 10月 1 日に新たに発足した。 

 JICA は、開発途上にある海外の地域（開発途上地域）に対する技術協力（研修員の受入や技術専門家

の派遣、機材の供与、開発計画調査型技術協力等）の実施、有償（円借款及び海外投融資）及び無償の

資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な

業務（JICA 海外協力隊の派遣等）を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務（移住事業）を
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行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務（緊急援助隊

の派遣）を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与するこ

とを通じて、国際協力の推進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的としてい

る。 

 JICA の主務大臣は外務大臣及び財務大臣（管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関

する事項）であり、外務大臣は JICAに対して業務運営の効率化や業務の質の向上等について中期目標を

定め、指示する。また、上記に掲げる業務のうち技術協力、有償資金協力、無償資金協力、海外協力隊

の派遣等については、政府（外務省）と当該国又は国際機関が国際約束を取り交わし、これを踏まえ、

JICA が業務の実施を担う。 

 

(2) 独立行政法人国際交流基金 

 独立行政法人国際交流基金は、日本の国際文化交流事業を推進するための専門機関として設立された

外務省所管の特殊法人国際交流基金を前身とし、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を

増進し、文化及びその他の分野において世界に貢献し、もって有効な国際環境の整備並びに調和ある対

外関係の維持・発展に寄与することを目的とした活動を行っている。具体的には、文化芸術交流、海外

での日本語教育、日本研究・知的交流等の分野において、人物の派遣及び招聘、催し物の実施、助成事

業、資料の作成・収集、調査・研究活動など様々な事業を実施している。 

 外務大臣は、独立行政法人国際交流基金の主務大臣として業務運営の効率化や業務の質の向上等につ

いて明示的に中期目標を定める。また、業務の計画・立案、実施は国際交流基金の自主性に委ねられる

が、国際文化交流に係る外交政策を十分に踏まえつつ、長期的及び広範な視野から、相手国との外交関

係及び相手国の事情に即した事業を行うために外務省とは常に協議を行っており、海外での事業実施に

あたっては、在外公館の協力を得ている。 

 

４ 令和元年度歳入歳出決算の概要  

 一般会計 

  歳入決算                 歳出決算 

   収納済歳入額     14,657 百万円            支出済歳出額              887,181 百万円 

(項) 許可及手数料                 （組織）外務本省            748,721 百万円 

（目）手数料   1,764 百万円             うち（項）経済協力費        198,411 百万円 

(項) 弁償及返納金                   （項）独立行政法人国際協力機構運営費 

  （目）返納金   12,154 百万円                       156,024 百万円 

                                             （項）国際分担金其他諸費   294,716 百万円 

                                    （組織）在外公館          138,460 百万円 

 

５ 公債関連情報 

  一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務省

に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省庁の

負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示している。

仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

 ① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                          9,160,908 億円 

・当該年度に発行した公債額                        1,085,539 億円 

・当該年度の利払費                               58,005 億円 
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 ② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎として

各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額          138,219 億円 

・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額          8,630 億円 

・当該年度の利払費のうち当省配分額                   904 億円 
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